
令和８年度介護等の体験実施に伴う事務の流れ 
 

埼玉県教育委員会 

 

１ 受入手続 

                        

 

 

 
 

 大学等  県教育委員会  特別支援学校 

 

   

 

 

２ 実施手続 

                                                                      

大学等 
 

特別支援学校 
 

介護等の体験実施 

⑤体験生名簿（様式５）の提 

 出体験実施１か月前まで 

※８月・９月実施については、 

 ７月中旬までに提出 

 

※期間変更届（様式６）、辞退 

 届（様式７）等の提出が必 

 要な場合には、速やかに事務 

 手続きを行うものとする。 
 
 

３ 終了手続 
 
 

 特別支援学校  県教育委員会 

 
 

                            

 

 

４ その他 

 ⑴ （様式６－１）体験期間変更届（特別支援学校長→県教育委員会および大学等の学長） 

 ⑵ （様式６－２）体験期間変更届（大学等の学長→県教育委員会および特別支援学校長） 

 ⑶ （様式７）  体験辞退届  （大学等の学長→県教育委員会および特別支援学校長） 

 ⑷ （様式８）  事故発生届  （大学等の学長→県教育委員会） 

 ⑸ （様式９）  体験実施台帳 （特別支援学校で作成及び３年間保存） 

 ⑹ （様式10）  介護等の体験取消通知書（県教育委員会→大学等の学長） 

①受入依頼予定者数報告書 

 （様式１）の提出 

 ２月１０日（火）必着 

②受入予定者数通知書 

 （様式２）の送付 

 ２月２６日（木）まで 

③受入計画書（様式３） 

 の提出 ３月１１日（水）まで 

⑦受入報告書（様式３） 
 の提出 

 すべての体験終了後 

⑥体験実施台帳 

 （様式９） 

 の作成及び保存 

④受入通知書（様式４） 
 の送付 ３月２５日（水）まで 

大学等 

⑧体験生名簿 

（様式５※辞退者等を 
 反映した最終報告） 

 の送付 


